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■日程　8 月 29 日㈫～ 31 日㈭、9 月 1 日㈮
■受付時間・会場　送付済みの通知
書または右の二次元バーコードで確
認してください。

ーーーー がん検診等実施のお知らせ ーーーー

結核は、日本で年間 1 万人以上の人が発症しています。病院や職場で胸
部エックス線検査を行う機会がない人は、年に 1 回は検診を受けましょ
う！

■日程　9 月 2 日㈯、4 日㈪～ 6 日㈬
■受付時間　午前 9 時 30 分～ 10 時 30 分、
午後 1 時～ 2 時（骨粗しょう症検診は午後のみ）
■会場　保健センター

▶肺がん検診および結核定期健診
▶肺がん喀痰検査

▶子宮頸がん検診
▶大腸がん検診
▶骨粗しょう症検診

検診項目 対象者

子宮頸がん検診
20 歳以上の女性

（昨年度受診者は対象外）
大腸がん検診 40 歳以上の人

骨粗しょう症検診 41・46・51・56・61・
66・71 歳の女性

※年齢基準日：令和 6 年 4 月 1 日時点

毎年 9 月 24 日～ 30 日は「結核予防週間」

問　保健福祉センター 元気 100 歳健康支援係 （☎ 44-4560）

保健情報 保健福祉センター　☎ 44-4560　FAX 44-4337
金ケ崎町西根鑓水 98　　e-mail：hofuku@town.kanegasaki.iwate.jp

ーーー　高齢者の予防接種費用を助成　ーーー

検診項目 対象者
肺がん検診 40 歳～ 64 歳の人
結核定期健診 65 歳以上の人

肺がん喀痰検査

50 歳以上で喫煙指数が 600
以上の人

（喫煙指数）
1 日の喫煙本数×喫煙年数

　町は、高齢者の予防接種費用を一部助成しています。
　対象者には受診票（予診票）を送付しました。接種を希望する人は期間内に忘れずに受けてください。

▶高齢者肺炎球菌感染症予防接種

■対象者　本年度 65 歳になる人等
■実施期間　令和 6 年 3 月 31 日㈰まで
■実施場所　実施医療機関一覧に掲載している医療機関（通知に同封しています）
■自己負担額　4,000 円　※生活保護世帯および町民税非課税世帯は自己負担なし
■その他　過去に接種を受けたことがある人は対象外です　
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　町は、令和 6 年度からの指定管理者を募集します。
■募集施設　
　19 施設（右の表のとおり）。
■応募資格　
　法人、その他団体（法人格の有無は問いませんが、
個人は不可）。他にも資格要件がある場合がありま
す。詳細は募集要項で確認してください。
■指定期間　
　令和 6 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日（3 年間）
■応募期間
　8 月 21 日㈪～ 9 月 22 日㈮（土・日・祝日除く）
■応募方法　
　募集要項に従って申請書類などを提出してくださ
い。募集要項は、8 月 21 日から担当課窓口または
町ホームページで取得できます。
問・申込先　右の表の担当課に問い合わせください。

指定管理者を募集する施設 担当課
金ケ崎町グループリビング支援施設

保健福祉センター
（☎ 44-4560）

金ケ崎町高齢者生活福祉センター
金ケ崎温泉駒子の湯
介護予防施設西光荘
金ケ崎町和光ドーム
北部学童保育所

子育て支援課
（☎ 44-4611）

三ケ尻学童保育所
金ケ崎学童保育所
金ケ崎町子育て支援センター

金ケ崎町民菜園パーク 農林課
（☎ 42-2111）

千貫石森林公園 都市建設課
（☎ 42-2111）

森山総合公園

中央生涯教育セン
ター

（☎ 44-3123）

金ケ崎町文化体育館
および金ケ崎町民運動場
片平丁・旧大沼家侍住宅
土合丁・旧大沼家侍住宅
旧坂本家侍住宅
白糸まちなみ交流館
千田正記念館
軍馬の郷六原資料館

指定管理者を募集します

〇指定管理者制度とは

金ケ崎町地域見守りネットワークに
新たに 3 事業者が加入しました

新規協力事業者の皆さん新規協力事業者の皆さん

理容ミヨシ
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　町地域見守りネットワークは、“見守る
人”と“見守られる人”を特定せず、民間
事業者の協力をいただきながら地域を見守
る「目」として連携し、安心して暮らせる
町づくりを目指すものです。
　本年度、新たに協力事業者として 3 事
業者が加わり、74 事業者となりました。
　町は、新規協力事業者を随時募集してい
ます。趣旨に賛同し、協力いただける事業
者は、保健福祉センターに問い合わせくだ
さい。
問　保健福祉センター（☎ 44-4560）
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　教育や文化、体育施設などの公共用施設で、住民の福
祉増進の目的で設置されている「公の施設」の管理・運
営を、町に代わって民間事業者などが行うことができる
制度。

まちからのお知らせ


